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・甲種危‐険物取扱者 の資格基準 の明 確化 (H7.4.1)

・政府 関係機関等の余裕資金の運用先 を信用金庫等へ も拡大す る

(H10.4.1 3 )       .  ‐

3 危 険 物 行 政 に お け る今 後 の規 制 緩 和 の 課 題

2で は、 消防庁が危険物規制 に関 して これ まで に実施 し又は現在検討 中の規制

緩和項 目は主 として 3つ の種類 に分け られ る ことを述べ た。 これ らの規制緩和事

項 は、基本的 に 「規制緩和推進 計画 (平成 7年)」 の考 え方 にに基づいていたが、

「規制緩和推進 3ヶ 年 計画 (平成 H年 )」 では、以上 の 3種 類 の規制緩和項 目を

逢か に超 えた規制緩和方針が示 されているι

これ らの中 には、 危険物規制 と直接 関係 のない もの もあるので、危険物規制 に

関係す るものだけを上 げて、 その意図す る ところ と、 危険物規制 に適用 した場合

の考 え方や課題等 を整理 してみ たい。

(1)認 可 、 届 出等 の見 直 し

危険物施設 の設置や変更は、現在市町村長等 による 「許可制」 にな っている。

規制緩和推進3ヶ年計画 (以下 「3ヶ年計画 」 と言 う)で は、 「許 可制 。認 可制

等 か ら届 出制への移行 を進 め る方 向で見 直 しを行 う。 」 とされているので、危

険物施設 の設 置や変更 について も、 「届出制 に移行で きないか」 とい う視点か ら

見直す ことが求め られ ることになる。

危険物施設 は、爆発危険性や 火災危険性が大 きい 「危険物」 を一定量以上製造

し、貯蔵 し又は取 り扱 う施設であ るか ら、 その設置や変更 については、 「一般的

に禁止 されているものを解除す る」 とい う意味で市長村長等 による許可が必要 と

されてい るのである。

このよ うな事情 を踏 まえ、 また、一度事故が起 きれば近隣住民 まで合めて人命

や 財産 に大 きな被害 を生ず る施設であ ることを考 えれば、 「届出制」への移 行 に

ついては極 めて慎重 に検討す る必要が ある ことは言 うまで もないであろ う。

(2)基準 ・規 格 及 び検 査 ・検 定 の見 直 し

「基準 ・規格及び検査 ,検 定」 とは、 「製品の製造や設備 ・施設の構造 ・設
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置 について、生命、 身体及び財産の保護や(災 害防止、 生産 ・消費の合理化 。効

率化 とい った様 々な政策 目的を達成す るため に、鉱工業製品等 の物資や施設 ・設

備が満 たすべ き基準 と、 当該基準 に適合す る ことを確認す る方法や手続 きを法令

等 に規定す る制度」である。

この制度 は、 「企業活動や消費活 動 に対 して も、 コス トの上昇 や選択範囲の限

定等、 大 きな影響 を与 えることとなる」ため、 「制定 ・運用 に当た っては、 国民

の生命、 身体、 財産の保護 などそれぞれの制度が本来 目的 と している様 々な政策

目的の達成 に支障が生 じない ことを前提 と して、 こう した諸活動への影響が可能

な限 り小 さ くなるよ う配慮す る ことが重要 であ る。 」 とされてい る。

危険物規制 は、 国民の安全 を守 る観点か ら、 危険物施設 に係 る様 々な技術上の

基準が法令で定 め られてお り、市町村長が許可 ・検査 などの手続 きによ りその適

合性 を担保す る制度であるので、 ここでい う 「基準 ・規格及 び検査 0検 定」の制

度 に該 当す る。 このため、 この見直 しの対象 に該 当す る ことになるのであ る。

(2-1)国が関与 する基準認証等 の範囲の見直 し

3ヶ年計画では、 「これら基準認証等については、真 に国が関与 した仕組み とし

て維持する必要があるかどうかについてそれぞれ改めて検証 を行い、行政の関与

を必要最小限 とする方向で抜本的な見直 しを行う。」 とされている。

( 2 - 2 )自己確 認 、 自主保 安 を基 本 と した制 度 へ の移 行

生産物 については、基準や規格へ の適合性 について、 生産者が 自ら確認 した り

検査 した りす る ことで済むように し、 公的 なチ ェ ックはなるべ く少な くしよ うと

い うことである。効率性、 コス トダウ ンな どの観点か らすればその とお りであろ

うが、基準や規格への適合性が確保 出来 ない場合 に人命、 財産の損害が甚大 とな

る可能性が あるもの については、 その導入 には慎重 な姿勢が必要 であろ う。

危険物規制 について言えば、 「危険物」か否か につ いては まさに 「自己確 認」

制度 とな っている。

「危険物施設」 については、現在、設置等 の工事が完 了 した段階で (場合 によ

っては完成前 にも)市 町村長等が許可 した 内容 との適合性 を (もちろん技術基準

への適合性 も)検 査 しているが、 「自己確認制度への移行」 とい うことは、 (生
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産者 とい うよ り)施 設の設置者 (施主 )自 ら技術基準への適合性 を確認すれば済

むよ うにで きないか、 とい うことである。

施主 と しては、 施工会社の工事の結果が発注 内容 どお りである ことは、公 的な

検査の有無 は ともか く自分 にとって必要な ことであるか ら、 必要 に応 じて検査会

社 に検査 を発注す るな ど して確認 しているので、改 めて市長村長等が検査す る必

要 はないので はないか、 とい うことだ ろう。

市長村長等 としては、第一 に工事内容が本 当 に許可 した内容 と同一か どうか、

第二 に故意又は何 らかの ミスによ り適切 な工事が行われず工事 内容が技術基準 に

適合 していないか どうか、 をチ ェック しているので、 許可 内容 と発注 内容が異 な

っている ことな ども可能性 としてはあ りうるもの と して検査 を行 っているのであ

る。

危険物施設が技術基準 に適合 していない等の場合 には人命、 財産の損害が甚大

になる可能性があ るので、 よほ ど信用で きる設 置者が信用で きる工事管理 を行 っ

た場合で ない と、 なか なか 「設置者 自ら検査 をすれば市町村等が検査 を行わ ない

でよい」 とい うわけ にはいかない。

しか しなが ら、 高圧 ガス保安法では、石油 コンビナー ト区域 内で 自主保安体制

が確立 されている と認め られ る事業所 について は一定 の変更工事 については公的

な検査 を行わ ない とい う制度の運用 について実績 を積 んでお り、平成8年には法改

正 を行 ってオー ソライズ も終 えている。

そのよ うな実態 に鑑み、 3ヶ年計画 に基づ き、 消防庁で もこの3月に 「一定 の要

件 を満 たす危険物 の製造 ・貯蔵施設等 の変 更工事 に伴 う消防法の完成検査前検査

及び完成検査 に関 し、 自主的な検査 を適切 に行 うことがで きる と認め られ る者 に

消防署等 による検査 に代えて 自主検査 を認め る制度」 を立 ち上げた ところである。

い くら高圧 ガス関係で実績がある こととは言 え、 事故が発生 した場合の結果の

重大性が懸念 されるので、 「自主的な検査 を適切 に行 うことがで きる と認め られ

る者」の認定 の仕方 について も慎重 な検討が必要であ る し、 い きな りすべての変

更工事 について 自主検査のみで済 ます とい うわけ にもいかないので、一定以下の

変更工事等 について制度を運用 してみて、 事業所、 消防機関 ともこの制度 に慣れ、

お互 い に信頼感 を確立 してい くことが まず は必要ではないか、 と考 えている。
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( 2 - 3 )基 準 の 国際 整 合 化 ・性 能 規 定化 、 重 複 検 査 の排 除 等

危険物規制 については、 「危険物」の定義その もの は既 に 「性能規定化」 され

てい る上 に 「自己確認制度」 とな っているので ク リア済み と考 えてよい し、運搬

容器 について も厳格 な基準 ・認証制度 を とっていないので、検討 の必要 はな さそ

うである。

タンクコンテナ について も既 に IBCの 基準 の整備や IMDGコ ー ドの認容な

どを行 っているので (前述)、 この限 りで は既 に措 置済みの事項 ではあるのだが、

依然 として 「完成検査 は必要で ある」 とされているため、危険物 を国際 タンクコ

ンテナ に入れて 日本 に輸 入す る場合 に円滑 な流通 を阻害 している との指摘が なさ

れている ところである。 これ については、完成検査 の簡素化 の徹底 を図 るな ど、

これ まで も極力流通阻害要因 とな らないよ う配慮 して きた ところであるが、 「移

動 タンク貯蔵所 の基準 の検討」 とい う形で さ らなる対策 の検討 を3ヶ年計画 に盛 り

込 んでお り、平成 H年 度中に結論 を得 る予定 とな らている。

また、 危険物の定義 は性能規定化 されてはいるのだが、 引火性液体類 (第4類)

については引火点 に上限 を設けていないため、 引火点 の上限 を100℃前後で定めて

いる ことの多い欧米諸 国 との間で基準が異 な ってい る。 また、 国連勧告で引火性

液体類の引火点の上限が93℃とされそ うな状勢 にもな ってお り、 この点 について

日本の方針 を明確 にす る ことが求め られている。 このため、 3ヶ年計画 に 「高 引

火点危険物の概 念の見直 し」 を盛 り込んでいる ところであ り、平成 H年 度中 に

結論 を得 る こととしている。

国連 に合わせ て 日本で も引火点の上限 を素直 に93℃ としたい ところだが、 その

場合 には、量 的 に最 も多 く大容量 タンクも多 い 「重油 」の多 くが危険物 として規

制 されな くなるなどの問題があ る。 日本で は大規模地震 に襲われ る危険 を常 に考

えておかなければな らず、 た とえば大規模地震 によ り大型の タンクか ら大量 の重

油が漏れ、 それ に着火 して大火災 とな り周囲 に延焼 してい く、 な どとい う事態 を

防 ぐことは、新潟地震 (昭和39年)の 際の昭和石油 の大火災を持 ち出す まで もな

く、極めて重要 な ことである。

引火性液体類 の引火点の上限 をどのように定め、 「危険物」 と しての規制形態

を どのよ うにす れば、 引火点の上限が93℃ とされ る こ ととなる国際基準 と、地震

国 日本の安全 の確保 とをバ ラ ンス させ ることがで きるか、実験等 を繰 り返 しなが

-12-



け
１
１
「
´
１

ｌ

Ｌ
に
ロ
ロ
”
」
――
ト
ロ

ら、現在慎重 に検討 を進めている ところである。

「性能規定化」は、従来の技術基準が一定の技術 的 ・工学 的常識 を背景 に 「仕

様書規定」的 に定め られている場合が多か ったため、技術開発 を阻害 し競争 を妨

げが ちであ った との反省か ら出て きた概念であ る。

技術基準 とい うものは、 一定 の法 目的が達成 されているか どうかのメル クマァ

ル として定 め られ るものであ り、 本来、達成 され るべ き水準が工学的表現 によ り

示 され るべ きものであ る。 力学 的 に表現が可能 な場合 には、 例 えば 「Ooメ ガパ

スカル以上 の圧力 に耐 える こと」 などと表現で きる し、 実際 にそのような規定ぶ

りにな ってい るが、技術基準の種類 によ っては、 そのよ うな工学 的表現が難 しい

もの も多 い。

そのよ うな場合 には、一定の技術的 ・工学的常識 を前提 と して、 材料 を限定 し

た り、作 り方や禁止事項 を列挙す る とい うス タイルで技術基準 を示す方が、達成

すべ き水準 を示すのが容易で まぎれ もないため、世 界的 に広 く行われていた。

達成 され るべ き 目標水準 を示 して作 り方等 に言及 しない規定 の仕方は 「性能規

定」、材料や作 り方 を制限す るよ うな規定 の仕方は 「仕様書規定」 と言われてい

る。

仕様書規定 は、前提 とされた技術的 ・工学的常識 を超 えるよ うな新技術や新素

材 には対応 出来 ないため、 技術 開発 を阻害す る傾 向が あるこ と、 その結果競争が

阻害 されて技術の停滞 を招 き、 さらには社会 ・経済 の効率化 を阻害す る恐れがあ

る ことは、 従来か ら認識 されていた。 このため、仕様書規定 にす る場合 は、 「鉄

又は これ と同等以上の強度 を有す る材料で作 る こと」 な どとい う弾力条項 を設け

る場合が多 く、 さらに技術基準全体 について 「予想 しない特殊 の材料又は構法 を

用 いる場合 は この限 りでない」 な どとして、新技術 0新 素材等が登場 した場合 に

は特別 に検討 して認めてい く途 を開いている場合が多 い。

このよ うに従来 の基準 は、 可能な もの については性能規定 にな っている こと、

仕様書規定 については弾力条項が設 け られ てい ること、新技術 ・新素材が一般化

した段階で基準その ものをかな り頻繁 に改定 して きた ことな どのため、 実際上、

技術開発 を大 き く阻害 している とい うほ どではなか った と考 え られ る。

しか しなが ら、 近年 にな って、 「すべての技術基準 は性能規定 的 に定 め られ る

べ きであ る」 とい う思想が世界的 に広 まって きた。 これは、 仕様書規定 め弊害が

強 ま った とぃ うよ り、試験方法や試験機械が整備 され て くるな ど、 性能規定化 し1
!
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て も対応で きる技術環境が整 って きた とい う側面 の方が強 いので はなか ろ うか。

「性能規定化」の理念は確か にその とお りなのだが、 実際 に 「すべ ての」規定

を性能規定化 しよ うとす る と、 これは容易 な ことではない。 まず、 その規定が定

め られている 目的を明 らか に しなければな らない。 そんな ことは当た り前のよ う

に思 うか も知れないが、 例えば 「○○ は鋼製の もの と しなければな らない」 とさ

れていた時 に、 材料 を 「鋼製」 と限定 していたのは、 機械的強度 を確保す るため

なのか、 耐熱性 を確保す るためなのか、薬 品 に対す る腐食性 を確保す るためなの

か、 又はそれ らの全ての性能 を確保す るためなのか、即座 に判断 出来 る場合 は少

ないのであ る。 また、要求性能 の種類が 明 らか にな った と して も、 その要求性能

を定量的 に示す とすれば どの程度 なのか、鋼 材の持 っている潜在的性能が フル に

要求 されているのか、種類 によ っては100%の 性能 は要求 されないのか、 ……・な ど

とい うことを、 いちいち解 明 していかなければ、 法 目的を達成す るためのメル ク

マール と しては不十 分なのであ る。 さらに、 要求水準が試験方法 によ って示 され

た場合 には、 その生産物がその要求水準 に適合 してい るか どうか を、 いちいち試

験 して確かめ る必要が出て来 るため、 別途その要求水準 に適合 している生産物 の

リス トを作 って公表す る とか、 一定の仕様 書 に従 って作 られた ものは試験す るま

で もな く要求水準 に適合 している旨を信頼で きる機 関が公表す るな どとい う手続

きも必要 にな って くる。

とい うわけで、 「性能規定化」 は 「言 うは易 く行 うは難 い」のだが、 その理念

は もっともである し、世界中で競争 のよ うに性能規定化が進 め られているので、

3ヶ年計画 の中 に取 り入れ られるのは当然だ ろ う。

危険物施設 に係 る技術基準は、大部 分の規定 につ いては既 に性能規定化 されて

いる し、 仕様書規定的な規定ぶ りの もの について も弾力条項 は確保 されているの

だが、 「性能規定化 の推進」 とい う政府の方針や世 界の技術基準 の流れ に沿 って、

さらに性能規定化すべ き基準はないか検討 している ところである。

(3)その他

以上の他 に、 「許認可等の審査 ・処理の迅速化 0簡 素化」、 「許認可等 の審査

基準 の見直 し」、 「行政手続法 の遵守、 周知」、 「規制 の設定又は改廃 に係 る意

見提 出手続 き」 「規制の新設審査等」 などの規制緩和方針が示 されてお り、 危険
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物規制 に とって も関係が ないわけではないが

のであるので、 ここでは特 に言及 しない こと

、各制度横並びで考えていくべきも

とする。

‐
　

―

危険物規制に係る消防庁の方針

危険物規制の 目的は国民の安全の確保であ るか ら、 消防庁 としては、規制緩和

の意義 と目的を十 分理解 しつつ、 閣議決定 されてい る規制緩和推進 3ヶ年計画 の方

針を踏まえ、安全性が損なわれることのないよう十分配慮しながら、必要な改革

に取り組んでいきたいと考えている。
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